
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

（
第
九
〇
四
九
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 57 号

平成 15 年

7 月22日（火曜日）

一

告
　
　
示

公
平
委
員
会
の
事
務
の
受
託
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
自
治
振
興
課
）

一

○
平
成
十
五
年
度
自
衛
官
の
募
集
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
危
機
管
理
課
）

○
道
路
の
区
域
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
道
路
保
全
課
）

二

○
道
路
の
位
置
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

公
　
　
告

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
（
経
営
支
援
課
）

○
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
計
量
検
定
所
）

三

○
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
の
適
否
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

四

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院

の
指
定

●
香
川
県
告
示
第
四
百
十
五
号

香
川
県
は
、
三
木
・
長
尾
葬
斎
組
合
の
公
平
委
員
会
の
事
務
を
次
の
規
約
に
よ
り
受
託
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

三
木
・
長
尾
葬
斎
組
合
と
香
川
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約

（
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
）

第
一
条
　
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

三
木
・
長
尾
葬
斎
組
合
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委
員

会
の
事
務
を
香
川
県
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。

（
経
費
）

第
二
条
　
乙
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。
）
を
処
理
す

る
場
合
に
お
い
て
要
す
る
経
費
は
、
乙
が
支
弁
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
費
用
は
、
甲
が
負
担
す
る
も
の

と
す
る
。

（
そ
の
他
必
要
な
事
項
）

第
三
条
　
こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
処
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
と
乙
と
が

協
議
し
て
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
約
は
、
甲
及
び
乙
が
告
示
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
四
百
十
六
号

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び

第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
度
自
衛
官
（
二
等
陸
士
、
二
等
海
士
及
び
二
等
空
士
）
の
募

集
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
募
集
期
間

平
成
十
五
年
八
月
四
日
（
月
）
か
ら
同
年
九
月
十
日
（
水
）
ま
で

二
　
試
験
期
日

１
　
男
子平

成
十
五
年
九
月
二
十
七
日
（
筆
記
試
験
）

平
成
十
五
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
う
ち
指
定
さ
れ
た
日
（
口
述
試
験
等
）

２
　
女
子

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日

三
　
試
験
場
の
位
置
及
び
名
称

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

（
第
九
〇
四
九
号
）

二

位
　
　
　
　
　
置
　
　
　
　
　
　
　
　
名
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
備
　
　
考

善
通
寺
市
南
町
二
丁
目
一
番
一
号
　
　
　
陸
上
自
衛
隊
善
通
寺
駐
屯
地

高
松
市
松
島
町
一
丁
目
一
五
番
一
号
　
　
高
松
市
市
民
文
化
セ
ン
タ
ー
　
　
男
子
筆
記
試
験
の
み
　

四
　
そ
の
他

こ
の
試
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
、
自
衛
隊
香
川
地
方
連
絡
部
（
高
松
市
塩
上
町
三
―
一
一
―
五

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
一
―
〇
二
三
一
）
に
連
絡
す
る
こ
と
。

●
香
川
県
告
示
第
四
百
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
同
年

八
月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
先
林
姫
浜
線
（
二
百
四
十
四
号
）

三
　
道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
四
百
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
長
土
指
道
　
第
十
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
五
年
七
月
九
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
木
田
郡
三
木
町
大
字
田
中
字
中
免
二
七
一
二
―
一
及
び
二
七
一
二
―
二

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
二
六
・
七
五
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
七
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
届
出
の
概
要

１
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
キ
ョ
ー
エ
イ

徳
島
県
徳
島
市
伊
月
町
三
丁
目
八
番
地

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

キ
ョ
ー
エ
イ
空
港
店

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
字
中
村
五
〇
三
番
地
ほ
か

３
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

変
　
更

小
売
業
を
行
う
者
　
　
　
　
　
　
　
　
開
　
店
　
時
　
刻
　
　
　
閉
　
店
　
時
　
刻
　
　

前
後
別

三
豊
郡
豊
浜
町
大
字
姫
浜
字
下
喜
吐
地

八
九
二
番
一
地
先
か
ら

三
豊
郡
豊
浜
町
大
字
姫
浜
字
上
林
七
二

四
番
一
地
先
ま
で

区
　
　
　
　
　
　
　
間

変
　
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
四
・
〇

〜
五
〇
・
〇

後 前

三
一
六

六
・
五

〜
一
六
・
六

三
一
六

延
　
　
　
長

（
メ
ー
ト
ル
）

道
路
改
修
工

事
に
よ
る
現

道
拡
幅

備
　
考

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

（
第
九
〇
四
九
号
）

三

前
　
　
午
前
十
時
　
　
　
　
　
　
午
後
九
時

株
式
会
社
キ
ョ
ー
エ
イ

後
　
　
午
前
九
時
三
十
分
　
　
　
午
前
零
時

ジ
ャ
ス
フ
ォ
ー
ト
株
式
会
社
、

前
　
　
午
前
十
時
　
　
　
　
　
　
午
後
九
時

松
尾
哲
、
い
わ
さ
株
式
会
社

後
　
　
午
前
九
時
三
十
分
　
　
　
午
後
九
時
　
　
　
　
　
　

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前
　
午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
九
時
十
五
分
ま
で

変
更
後
　
午
前
九
時
十
五
分
か
ら
午
前
零
時
十
五
分
ま
で

４
　
変
更
年
月
日

平
成
十
五
年
八
月
一
日

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
五
年
七
月
十
日

三
　
届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

香
川
町
経
済
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
五
日
（
火
曜
日
）
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
（
火
曜
日
）
ま
で
）
に
次

の
提
出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
香
川
町
経
済
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１
　
記
載
す
べ
き
項
目

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

意
見
の
内
容

２
　
提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
四
百
七
十
八
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
（
特
定
計

量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
定
期
検
査
の
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
分
銅
及
び
お
も
り

二
　
定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
期
日
及
び
場
所

別
表
の
と
お
り

検
　
査
　
区
　
域

（
丸
亀
市
）

別
表

検
　
　
査
　
　
日
　
　
時

検
　
　
査
　
　
場
　
　
所

津
森
町
・
今
津
町

・
中
津
町
・
金
倉

町
・
新
田
町

10月
7
日（
火
）
10：
00～
14：
00

香
川
県
農
協
城
坤
支
店

垂
　
　
水
　
　
町

10月
8
日（
水
）

10：
00～
11：
30

丸
亀
市
垂
水
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

セ
ン
タ
ー

川
　
　
西
　
　
町

13：
00～
15：
00

丸
亀
市
川
西
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

セ
ン
タ
ー



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

（
第
九
〇
四
九
号
）

四

●
香
川
県
公
告
第
四
百
七
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

か
が
わ
市
の
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
横
断
道
関
連
）
小
坂
地
区
）
の
換
地
計

画
に
つ
い
て
適
当
と
す
る
旨
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
東
か
が
わ
市
事
業
部
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
八
月

十
八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
四
百
八
十
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字

原
字
御
給
六
三
三
―
一
、
六
三
四
―
一
、
六
三
五
、
六
三
六
、
六
三
七
、

六
三
八
、
六
三
九
―
一
、
六
四
〇
―
一
、
六
四
一
―
一
、
六
四
二
―
一
、
六
四
三
、
六
四
四
、
六
四
五

及
び
六
四
六

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

綾
歌
郡
綾
歌
町
岡
田
東
一
九
二
五
番
地

株
式
会
社
　
回
天

代
表
取
締
役
　
岡
本
　
英
之

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
四
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二
号

飯
　
　
野
　
　
町

10月
9
日（
木
）

10：
00～
11：
30

丸
亀
市
飯
野
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

セ
ン
タ
ー

土
器
町
・
城
東
町

13：
00～
15：
00

丸
亀
市
土
器
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

セ
ン
タ
ー

一
番
丁
・
六
番
丁

・
七
番
丁
・
八
番

丁
・
九
番
丁
・
十

番
丁
・
幸
町
・
南

条
町
・
城
南
町
・

城
西
町
・
西
本
町

・
天
満
町
・
昭
和

町
・
中
府
町
・
蓬

莱
町

10月
15日（

水
）
10：
00～
15：
00

丸
亀
市
役
所

御
供
所
町
・
富
士

見
町
・
北
平
山
町

・
瓦
町
・
土
居
町

・
風
袋
町

10月
16日（

木
）
10：
00～
15：
00

丸
亀
市
役
所

宗
古
町
・
葭
町
・

米
屋
町
・
港
町
・

松
屋
町
・
西
平
山

町
・
魚
屋
町
・
富

屋
町

10月
17日（

金
）
10：
00～
15：
00

丸
亀
市
役
所

三
条
町
・
郡
家
町

10月
20日（

月
）

10：
00～
11：
30

香
川
県
農
協
郡
家
支
店

田
村
町
・
柞
原
町

・
山
北
町
・
原
田

町
13：
00～
15：
00

香
川
県
農
協
城
南
支
店

前
塩
屋
町
・
塩
屋

町
・
福
島
町
・
新

町
・
浜
町
・
新
浜

町
・
塩
飽
町
・
本

町
・
大
手
町
・
通

町

10月
21日（

火
）
10：
00～
15：
00

丸
亀
市
役
所

広
島
町
・
手
島
町

10月
22日（

水
）
10：
30～
12：
00

丸
亀
市
役
所
広
島
支
所

本
島
町
・
牛
島
町

10月
23日（

木
）
11：
00～
12：
00

丸
亀
市
役
所
本
島
支
所

丸
亀
市
全
域

（
再
検
査
）

10月
28日（

火
）
10：
00～
12：
00

丸
亀
市
役
所

選
挙
管
理
委
員
会
告
示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

（
第
九
〇
四
九
号
）

五

の
規
定
に
よ
り
、
病
院
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
　
林
　
　
一
　
　
友
　
　

名
　
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
在
　
　
地
　
　
　
　
　
　
指
定
年
月
日

介
護
老
人
保
健
施
設
ひ
ま
わ
り
　
東
か
が
わ
市
三
本
松
一
六
六
五
｜
一
　
平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

太
田
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
か
が
わ
市
三
本
松
一
七
五
八
　
　
　
平
成
十
五
年
七
月
十
一
日



平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

（
第
九
〇
四
九
号
）

六

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


